
 障害者自立支援法案（内閣提出第３５号）概要
 

 本案は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害種別ごとに福祉サ

ービスや公費負担医療を提供していた制度を一元的なものとすることにより、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を安定的かつ効率

的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこと

のできる地域社会の実現に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。  
 

一  自立支援給付は、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入などに要する費用の支給とし、当該給付を受けようとする者は、市町村等

に申請を行い、その支給決定等を受けるものとすること。
 

二  自立支援給付の額は、障害福祉サービス等に通常要する額の百分の九十を原則としつつ、利用者の負担が多額となる場合等については、家計

に与える影響等を考慮して給付割合の引き上げを行う等、負担の軽減措置を講ずるものとすること。
 

三  市町村及び都道府県が行う地域生活支援事業に関することを定めるものとすること。

 

四  市町村及び都道府県は、国の定める基本指針に即して障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画である障害福祉

計画を定めるものとすること。
 

五  自立支援給付に要する費用は、一部都道府県が支弁するものを除き市町村が支弁し、その四分の一を都道府県が、二分の一を国が、それぞれ

負担するものとすること。
 

六  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律をはじめ関係法律について所要の改正を行うものとすること。

 

七  この法律は、一部を除いて、平成十八年一月一日から施行するものとすること。

 



 障 害 者 自 立 支 援 法 案 に 対 す る 附 帯 決 議  
 

  

 

 政 府 は 、 本 法 の 施 行 に 当 た り 、 次 の 事 項 に つ い て 適 切 な 措 置 を 講 ず る べ き で あ る 。  

 

一  附 則 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 者 の 範 囲 の 検 討 に つ い て は 、 障 害 者 な ど の 福 祉 に 関 す る 他 の 法 律 の 施 行 状 況 を 踏 ま え 、 発

達 障 害 ・ 難 病 な ど を 含 め 、 サ ー ビ ス を 必 要 と す る す べ て の 障 害 者 が 適 切 に 利 用 で き る 普 遍 的 な 仕 組 み に す る よ う 検 討 を 行 う こ

と 。  
 

二  附 則 第 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 検 討 に つ い て は 、 就 労 の 支 援 も 含 め 、 障 害 者 の 生 活 の 安 定 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 社 会 保 障 に

関 す る 制 度 全 般 に つ い て の 一 体 的 な 見 直 し と 併 せ て 、 障 害 者 の 所 得 の 確 保 に 係 る 施 策 の 在 り 方 の 検 討 を 速 や か に 開 始 し 、 三 年

以 内 に そ の 結 論 を 得 る こ と 。  
 

三  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 及 び 自 立 支 援 医 療 の 自 己 負 担 の 上 限 を 決 め る 際 の 所 得 の 認 定 に 当 た っ て は 、 障 害 者 自 立 の 観 点 か ら 、 税 制

及 び 医 療 保 険 に お い て 親 ・ 子 ・ 兄 弟 の 被 扶 養 者 で な い 場 合 に は 、 生 計 を 一 に す る 世 帯 の 所 得 で は な く 、 障 害 者 本 人 及 び 配 偶 者

の 所 得 に 基 づ く こ と も 選 択 可 能 な 仕 組 み と す る こ と 。 ま た 、 今 回 設 け ら れ る 負 担 軽 減 の 措 置 が 必 要 な 者 に 確 実 に 適 用 さ れ る よ

う 、 障 害 者 及 び 障 害 児 の 保 護 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。  
 

四  市 町 村 の 審 査 会 は 、 障 害 者 の 実 情 に 通 じ た 者 が 委 員 と し て 選 ば れ る よ う に す る こ と 。 特 に 障 害 保 健 福 祉 の 学 識 経 験 を 有 す る

者 で あ っ て 、 中 立 か つ 公 正 な 立 場 で 審 査 が 行 え る 者 で あ れ ば 、 障 害 者 を 委 員 に 加 え る こ と が 望 ま し い こ と を 市 町 村 に 周 知 す る

こ と 。 ま た 、 市 町 村 が 支 給 決 定 を 行 う に 当 た っ て は 、 障 害 者 の 実 情 が よ り よ く 反 映 さ れ た も の と な る よ う 、 市 町 村 職 員 に よ る

面 接 調 査 の 結 果 や 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 意 向 を 十 分 踏 ま え る と と も に 、 不 服 が あ る 場 合 に は 都 道 府 県 知 事 に 申 立 て を 行

い 、 自 ら 意 見 を 述 べ る 機 会 が 与 え ら れ る こ と を 障 害 者 及 び 障 害 児 の 保 護 者 に 十 分 周 知 す る こ と 。  
 

五  国 及 び 地 方 自 治 体 は 、 障 害 者 が 居 住 す る 地 域 に お い て 、 円 滑 に サ ー ビ ス を 利 用 で き る よ う 、 サ ー ビ ス 提 供 体 制 の 整 備 を 図 る

こ と を 障 害 福 祉 計 画 に 十 分 に 盛 り 込 む と と も に 、 地 域 生 活 支 援 事 業 と し て 位 置 付 け ら れ る 移 動 支 援 事 業 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

支 援 事 業 、 相 談 支 援 事 業 、 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 な ど に つ い て は 、 障 害 者 の 社 会 参 加 と 自 立 生 活 を 維 持 、 向 上 す る こ と を

目 的 と し て 、 障 害 福 祉 計 画 の 中 に 地 域 の 実 情 に 応 じ て こ れ ら サ ー ビ ス の 数 値 目 標 を 記 載 す る こ と と す る と と も に 、 こ れ ら の 水

準 が こ れ ま で の 水 準 を 下 回 ら な い た め の 十 分 な 予 算 の 確 保 を 図 る こ と 。  
 

六  自 立 支 援 医 療 に つ い て は 、 医 療 上 の 必 要 性 か ら 継 続 的 に 相 当 額 医 療 費 負 担 が 発 生 す る こ と を 理 由 に 、 月 ご と の 利 用 者 負 担 の

上 限 を 設 け る 者 の 範 囲 に つ い て は 、 速 や か に 検 討 を 進 め 、 施 行 前 に お い て 適 切 に 対 応 す る と と も に 、 施 行 後 も 必 要 な 見 直 し を

図 る こ と 。  
 

 自 立 支 援 医 療 の う ち 、 児 童 の 健 全 育 成 を 目 的 と し た も の に つ い て は 、 そ の 趣 旨 に か ん が み 、 施 行 ま で に 利 用 者 負 担 の 適 切 な

水 準 に つ い て 十 分 検 討 す る こ と 。  
 

七  精 神 病 院 に お け る い わ ゆ る 七 ・ 二 万 人 の 社 会 的 入 院 患 者 の 解 消 を 図 る と と も に 、 そ れ ら の 者 の 地 域 に お け る 生 活 が 円 滑 に 行

わ れ る よ う 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  
 

八  居 住 支 援 サ ー ビ ス の 実 施 に 当 た っ て は 、 サ ー ビ ス の 質 の 確 保 を 前 提 に 、 障 害 程 度 別 に 入 居 の 振 り 分 け が 行 わ れ な い 仕 組 み

や 、 重 度 障 害 者 が 入 居 可 能 な サ ー ビ ス 基 準 の 確 保 、 グ ル ー プ ホ ー ム の 事 業 者 の 責 任 に お い て ホ ー ム ヘ ル パ ー の 利 用 を 可 能 と す

る こ と な ど に つ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  
 



九  良 質 な サ ー ビ ス を 提 供 す る 小 規 模 作 業 所 に つ い て は 、 新 た な 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 体 系 に お い て 、 そ の 柔 軟 な 機 能 が 発 揮 出 来 る

よ う 位 置 付 け る と と も に 、 新 た な 施 設 体 系 へ の 移 行 が ス ム ー ズ に 行 え る よ う 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  
 

十  障 害 者 の 虐 待 防 止 の た め の 取 組 み 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 禁 止 に 係 わ る 取 組 み 、 成 年 後 見 制 度 そ の 他 障 害 者 の 権 利 擁 護 の た

め の 取 組 み に つ い て 、 よ り 実 効 的 な も の と な る よ う 検 討 し 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  
 

十 一  本 法 の 施 行 状 況 の 定 期 的 な 検 証 に 資 す る た め 、 本 委 員 会 の 求 め に 応 じ 、 施 行 後 の 状 況 、 検 討 規 定 に 係 る 進 捗 状 況 に つ い

て 、 報 告 を 行 う こ と 。  
 



（同法律案委員会修正要旨）
 

一  この法律による障害福祉サービスに係る給付等は、障害者基本法の基本的理念にのっとり行われるものとすることを目的に明記すること。

 

二  自立支援医療に関する施行期日を、平成十七年十月一日から平成十八年一月一日に改めること。

 

三  この法律の施行後三年を目途として行われる検討について、障害者等の範囲をその対象に含むことを明記すること。  

 

四  就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方についての検討規定を追加すること。  

 


